
障害福祉サービス等を利用される皆様へ 

 

 

 

 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや児童福祉法に基づく障害児通所サービス

を利用される方につきましては、サービスを新規に申請する場合や、サービスの支給期間

を更新する場合、支給量などの変更申請を行う場合などの際に、サービス等利用計画案を

作成し区へ提出していただき、区はサービス等利用計画案を参考に支給決定することにな

ります。 

 

 

 

 

 

 

■指定を受けた特定相談支援事業者からサービス利用計画案を作成してもらう方法 

（相談支援専門員が計画案を作成します。利用負担（交通費など実費を除く）はありません。 

 【具体的な方法】 

 ・居宅介護、重度訪問介護を利用する方や短期入所のみ利用されている方 

  ⇒すこやか障害者相談支援事業所がサービス等利用計画案の作成を行います。 

※すこやか障害者相談支援事業所以外の事業者に計画案作成を依頼することもできます。 

 ・通所サービスや入所サービスなど上記以外のサービスを利用されている方 

⇒利用されている事業所に併設された又はその他の特定相談支援事業者に作成を依頼。 

■サービスを利用されるご本人や家族、支援者などがサービス等利用計画案（セル

フプランと言います）を作成する方法 
 【具体的な方法】 

 ・自らサービス利用計画案の作成を希望する人や特定相談支援事業所に作成を依頼でき

ない場合に区の定めた様式のセルフプランを提出します。 

  ※セルフプランを作成する場合は、作成の意思を表す「届出書」を提出します。 

 ・セルフプランの様式や記入例などは中野区ホームページからダウンロードするか、又 

はお近くのすこやか障害者相談支援事業所、区役所障害福祉課 

にお尋ねください。 

障害福祉サービス等を利用するにはサービス

等利用計画案を作成する必要があります。 
 

サービス等利用計画案の作成方法には 2つの方法があります。 
 

◇サービス利用計画案の作成が必要なサービス 

・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・短期入所 ・重度包括等支援 ・療養介護 

・生活介護 ・自立訓練（機能訓練） ・自立訓練（生活訓練） ・宿泊型自立訓練 ・就労移行支援  

・就労継続支援Ａ型 ・就労継続支援Ｂ型 ・就労定着支援 ・施設入所支援 ・共同生活援助  

・自立生活援助 ・地域移行支援 ・地域定着支援 
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指定特定相談支援事業者を利用する場合 セルフプランを提出する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉サービスの支給申請（新規、更新、変更） 

サービス更新の場合は、支給期間終期の約 2 か月半前に区から更新案内を送付します。 

指定特定相談支援事業者と契約 
申請者はサービス等利用計画案を作成する指定

特定障害者相談支援事業者と契約します。 

サービス等利用計画案の提出依頼 

区より申請者に対しサービス等利用計画作成依頼書によりサービス利用計画案の提出を依頼します。  

サービス等利用計画案を作成・提出 
指定特定相談支援事業者はサービス等利用計画

案を作成し、区へ提出します。 

セルフプランの作成・提出 
申請者、家族、支援者等がセルフプランを作成

し、申請書とともに区へ提出します。 

支給決定 

区は提出されたサービス等利用計画案・セルフプランを参考に支給決定します。 

決定後、受給者証を発行します。 

サービス等利用計画を作成・提出 
指定特定相談支援事業者は支給決定の内容に基

づきサービス等利用計画（案がとれたもの）を

作成し、区へ提出します。 

障害福祉サービスの利用 

 

モニタリング 
一定期間後に指定特定相談支援事業者はモニタ

リングを実施し報告書を、区へ提出します。 

【セルフプランの作成にあたって】 
記入例や利用している通所サービス事業所が作

成する個別支援計画を参考に「サービス等利用計画

案」を作成してください。 

なお、通所先（通所を希望する）事業所にご支援

いただいてセルフプランを作成いただいても結構

です。その際は、通所先事業所へご相談ください。 

サービス等利用計画の提出手順 


